
入札公告をご覧いただく前に
（公告概要のお知らせ）

この度公告する「複合機賃貸借及び保守」の主な内容は、以下のとおりです （入札。

公告本文は、このお知らせの後段に掲載しております ）。

一．業務内容等について

①業 務 名 複合機賃貸借及び保守

②履行期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日（ ヶ月）24 4 1 29 3 31 60
③業務内容 複合機の賃貸借及び保守

デジタルカラー複合機 １台

デジタルモノクロ複合機 １台

二．競争に参加するための資格について

①水資源機構の競争参加資格

「物品製造等」業種区分： 賃貸借（役務の提供 」「 ）

営業品目： 複写機」「

かつ

業種区分： 設備の保守・点検管理（役務の提供 」「 ）

営業品目： コピー機等の保守」「

②地域要件（本店・支店・営業所の所在地）

香川県、徳島県、愛媛県、高知県、岡山県、広島県又は兵庫県内に本店・支店又

は営業所が所在する企業のみ参加できます

③企業の履行実績 競争参加のための要件としていません

④技術者の経歴 競争参加のための要件としていません

⑤その他欠格要件に該当しないこと

三．入札・開札までのスケジュールについて

①入札説明書、仕様書等の配布期間

平成 年 月 日（金）～平成 年 月 日（金）24 2 3 24 2 17
②競争参加資格申請書の提出期限

平成 年 月 日（金）24 2 17
③入札書提出期間

郵便の場合：平成 年 月 日（水）～平成 年 月 日（月）24 2 29 24 3 5
持参の場合：平成 年 月 日（金）～開札の日時まで24 3 2

④開札

平成 年 月 日（火）24 3 6
（入札に参加される場合は、当日開札に立ち会うことができます）

四．その他

本件に関し、入札説明書等の交付を希望される方は、ＦＡＸにて「件名及び入札

説明書等交付希望」の旨を記載いただき、下記までご請求ください。

本件に関する問い合わせ先

独立行政法人水資源機構 吉野川局 総務課 中川

ＴＥＬ：０８７－８３５－６６００

ＦＡＸ：０８７－８３５－６６０４



入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成24年2月3日
独立行政法人水資源機構契約職

吉野川局長 藤田 乾一

１．業務概要
(１) 業 務 名 複合機賃貸借及び保守
(２) 設 置 場 所 香川県高松市天神前10番1号

独立行政法人水資源機構 吉野川局
(３) 業 務 内 容 入札説明書による。
(４) 履 行 期 間 平成24年4月1日から平成29年3月31日まで
(５) そ の 他 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額

の100分の5に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端
数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約価
格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事
業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の105分の100に相
当する金額を入札書に記載すること。

本件の入札書には、機構が提示する月ごとの予定数量における総
額を記載し、別途配布する「入札価格内訳書」を添付し、割印を押
印することとする。なお、「入札価格内訳書」の添付、記載及び割
印がない場合の入札は無効とする。

２．競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者であること。

(１) 以下の各号に該当しない者であること。
① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
② 独立行政法人水資源機構（以下「当機構」という。）が発注した業務のうち、本

入札公告の日から過去2年以内に当機構が発注した物品及び役務の調達に係る契約
において、次のいずれかに該当したと認められた者

契約の履行に当たり、故意に製造を粗雑にし、又は物品等の品質若しくは数量(A)
に関して不正の行為をした者

公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得(B)
るために連合した者

落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(C)
検査の実施に当たり役員又は職員の職務の執行を妨げた者(D)
正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(E)

から までのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、(F) (A) (E)
契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（物品製造等）又は添付書類中の重要③

な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者。
営業に関し法律上必要とされる資格を有しない者。④

(２) 当機構における平成23・24年度一般競争（指名競争）参加資格業者のうち、業種区
分の「賃貸借（役務の提供）の認定を受けており、営業品目の「複写機」に登録し、
かつ、業種区分の「設備の保守・点検管理（役務の提供）」の認定を受けており、営
業品目の「コピー機等の保守」に登録していること（会社更生法（平成14年法律第1
54号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法
律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始
の決定後、当機構の一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

なお、本公告時に当該資格の認定を受けていない者も３(３)の一般競争参加資格確
認申請書（以下「申請書」という。）を提出することができるが、競争に参加するた
めには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受
けていなければならない。

(３) 経営状態が著しく不健全でないこと。
(４) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（(2)の再認定を受けた者を除く。）でな
いこと。



(５) 香川県、徳島県、愛媛県、高知県、岡山県、広島県又は兵庫県内に本店、支店また
は営業所が所在すること。

(６) ３(３)の申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から工事請負契
約に係る指名停止等の措置要領に基づき、吉野川水系関連区域において指名停止を受
けていないこと。

(７) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(８) 警察当局から、当機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに

準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者で
ないこと。

３．入札手続等
(１)担当部署

〒760-0018 香川県高松市天神前10番1号
独立行政法人水資源機構 吉野川局 総務課 中川
電話087-835-6600 ＦＡＸ087-835-6604

(２)入札説明書の交付期間等
交付方法：別途指定するホームページからのダウンロードによる。

※ホームページのアドレス等については、(1)まで問い合わされたい。
交付期間：平成24年2月3日（金）から平成24年2月17日（金）まで
交付費用：交付費用は無料とする。

(３)申請書の提出期間等
提出期間：平成24年2月3日（金）から平成24年2月17日（金）まで。

ただし持参する場合は、上記期間の行政機関の休日に関する法律(昭和
63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日（以下、「行政機関の
休日」という。）を除く、毎日9時から17時まで（12時10分から13時ま
での間を除く)。

提出場所：上記(1)に同じ
提出方法：上記(1)の場所に持参又は郵送等（一般書留、簡易書留、その他配達の

記録が残る方法（宅配便を含む。）に限る。）により提出することとし、
電送によるものは受け付けない。

(４)入札書の提出方法及び入札・開札の日時及び場所
①提出方法：入札書は持参又は郵送（一般書留、簡易書留、その他配達の記録が残る

方法に限る。）により提出することとし、電送によるものは受け付けな
い。

②提出期間：郵送による場合は、平成24年2月29日（水）から平成23年3月5日（月）
12時00分までに当機構が指定した郵便局（高松瓦町郵便局）に到着し

た入札書に限り有効とする。持参による場合は、平成24年3月2日（金)
から開札の日時まで。

③提出先： ⅰ)持参による場合は、（１）に同じ。ただし、開札の日時に立会の上
提出する場合は、⑤の開札場所。
ⅱ) 郵送による場合は、高松瓦町郵便局留

④開札日時：平成24年3月6日（火）14時00分
⑤開札場所：独立行政法人水資源機構 吉野川局 ８F会議室

(５)入札執行回数
入札執行回数は、１回とする。

４．その他
(１) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(２) 入札保証金及び契約保証金 免除。
(３) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書に虚偽の記

載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(４) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者
により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、
又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあっ
て著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって
入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(５) 契約書作成の要否 要。
(６) 申請書のヒアリングは原則として行わない。



(７) 関連情報を入手するための照会窓口 上記３(１)に同じ。
(８) 独立行政法人の契約に係る情報の公表

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基
本方針」（平成22年12月7日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有
する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取
引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされていることから、該
当する法人は、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表する。公
表の対象となる契約の詳細は、http://www.water.go.jp/honsya/honsya/keiyaku/
index.html による。

(９) 詳細は入札説明書による。
(10) 契約の締結日は平成24年4月1日とするが、本入札に係わる落札及び契約締結は、本

業務に係る平成24年度本予算が成立していない場合等の事由により、中止又は延期す
ることがある。




